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第３章 海上信頼醸成措置と国際法 

－行動基準（Code of Conduct）を中心に－ 

 

石井 由梨佳 

 

はじめに 

本報告は、国家間の海上信頼醸成措置（maritime confidence building measures）の一環と

して国家間で合意される行動基準1（code of conduct）の法的性質を、国際法の観点から整

理することを目的にする。 

国連海洋法条約の下で各国が排他的経済水域（EEZ）と大陸棚の設定を行うようになっ

て以降、国家が自国管轄海域において有する権限について各国の見解の相違が顕在化して

いる2。それに伴い、公船3あるいは軍用航空機が相互に対峙して、死傷者を出すような深

刻な事件に発展し得ることが関係国の間で懸念されている。日本近海を例に取ってみても、

2000年代末以降、中国が本格的に海洋活動を強化し始めたことを背景として、中国公船に

よる日本の資源探査船舶への妨害行為、中国軍用機による自衛隊航空機に対する過剰な接

近行為、中国軍艦による日本護衛艦に対するレーダー照射行為などが頻発している。 

海上信頼醸成措置は、このような公船あるいは航空機相互の海上における対峙から深刻

な事件が生じることを防止するために、国家やその他の紛争当事者の間で、信頼を醸成し

緊張を緩和するために取られる措置である4。 

海上信頼醸成措置には定型があるわけではなく、それを構成する要素は多岐に渡る。本

報告書は、特に海上信頼醸成措置の一種である行動基準が、従来の航行安全規制や国連海

洋法条約の規律とどのような関係にあるかに焦点を当てて、既存の行動基準の特徴を整理

することを目的とする。 

本報告書では、領海の外側の海域及びその上空における、軍艦、軍用航空機、政府公船、

政府航空機の平時における対峙に際して、これまで取られている信頼醸成措置のみを検討

の対象とする。領海内における事態、民間船舶ないし民間航空機が関与する事態（密輸入

や違法漁業、海賊等の海上犯罪を含む）、及び、武力紛争事態は、検討の対象外である。 

 

１．関連する概念の整理 

（１）海上信頼醸成措置 

検討に先立ち、海上信頼醸成措置と行動基準の国際法上の意義を明らかにしておく。信

頼醸成措置（CBM）とは、国家間の相互不信を軽減ないし除去し、信頼関係を構築するこ
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とによって軍事衝突を未然に防止することを目的にとられる措置を指す。そのような措置

の中には、敵対的意図がないことを相手に示す措置（declaratory measures）、自国側の行動

の透明性を向上させる措置（transparency measures）、自国の行動を抑制する措置（constraint 

measures）が含まれる5。その具体例は、危険行為や挑発行為の禁止、ミサイルの発射実験

や軍事演習・部隊移動の事前通告、その他の軍事関連情報の交換、軍関係者の相互訪問な

どの人的交流、教育の強化、法制度の相互理解等など多岐に渡る。CBMは、背後にある国

家間の紛争それ自体には踏み込まないで、危機管理（crisis management）を可能にするとこ

ろにその意義がある。しかし長期的には CBM を通じて、紛争それ自体の収斂を図ること

が期待されている。 

海上信頼醸成措置も CBM の一種である。狭義には、海上における軍相互の誤解や誤認

を防止するための措置を指し、広義には、航行の安全確保（捜索救助活動など）や資源環

境保護のための海洋管理における協力を指す6。狭義の海上信頼醸成措置の内実としては、

相互の行動の制約（危険な航行の規制、嫌がらせや挑発行為の禁止など）、相互のコミュニ

ケーションの増加、海軍間の定期的な協議と情報交換の強化が挙げられる7。 

ただし海上信頼醸成措置は、軍縮関連の CBM 等とは異なり、海上で軍が相互に直接対

峙した場合の危機管理メカニズムとしての役割を果たす。それゆえに、次項で述べる行動

基準が海上信頼醸成措置の重要な要素を構成する。 

 

（２）行動基準 

行動基準とは、海上信頼醸成措置の一環において関係国が同意した、自国の軍艦、政府

公船、軍用ないし政府航空機等に海上における具体的な行為を義務付ける規則である。 

1) 行動基準の法的根拠 

行動基準は国家間合意であるが必ずしも条約であるとは限らない。調査した限りでは、

既存の行動基準は、後述する対ソ海上事故防止協定（INCSEA）とインド＝パキスタン間

1991年協定を除けば条約ではなく、またそれら行動基準の傘となる条約も存在しない。他

方で、行動基準は危機管理メカニズムの一種として軍艦等との遭遇に際して取り得る選択

肢を可視化し、相手側の行動の予測可能性を高めることを狙いとして採択されている。言

い換えれば、行動基準は、法源性は備えていないことが通例であるが、行為規範として機

能することが予定されているのである8。 

2) 行動基準と他の条約との関係 

既存の行動基準を検討すると、その義務内容は主に、①所定の行動それ自体を差し控え

る義務（例えば、機動を差し控える義務）、②行動を取る際の注意義務（例えば、安全な速
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度や相手国部隊との距離を維持する義務）、③現場の航空機ないし船舶相互で、所定の交信

方法において相互に連絡をする義務、④情報交換や軍事演習等の行動の事前通知等を行う

義務に分けられる。軍艦、軍用航空機は全ての合意において対象とされるが、法執行機関

船舶が明文上対象とされるのは 1973年の米ソ INCSEA議定書9のみである。 

このように行動基準で定められる内容は多岐に渡るが、その内容は（1）既に当事国が

加盟している別の条約の内容を確認する規定と、（2）国際法では規律されていない行為を、

安全のために禁止したり義務付けたりしている規定の双方に分けられる。以下で、行動基

準と主要な条約との関係を整理しておく。 

（ⅰ）海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約との関係 

海上の航行安全については、1972年に採択された海上における衝突の予防のための国際

規則に関する条約（COLREG）がある10。同条約は、民間船舶のみならず公船に対して適

用があり11、「海上航行船舶が航行することができるすべての水域12」、すなわち公海のみな

らず、条件を充足する内水と領海においても適用があるという点で、その射程が広い。し

かし、同条約は各国国内法で定まっていた船舶衝突防止のための規則を統一することを目

的にして採択されたものである。これに対して、陣形機動、模擬攻撃、測量調査、軍事演

習などの軍事活動や、自国管轄域における法執行活動における航行の安全は、これらの活

動を行う国家の権利の制約を伴いうる。そのような活動についても COLREGの適用がある

かについては、後述するように、当初から一貫した理解があったわけではない。 

（ⅱ）国際民間航空条約空域規則との関係 

軍用機と政府航空機に関しては、国家間で統一的な航行規則を定める条約はない。空域

の飛行安全については、国際民間航空条約13の第 2 付属書・空域規則14があるが同規則は、

軍用機への適用がない。もっとも、軍用機等と民間航空機が接触しうる場合の対処に関し

ては、国際民間航空機関による検討がなされている。そこで採択された決議には、軍用機

と政府航空機は可能な限り国際民間航空条約と付属書の関連規則に沿って飛行することを

加盟国に求める文言が入っている15。しかし具体的な国際法規則はない。他国との協力は

基本的に二国間で行われる。 

（ⅲ）国連海洋法条約との関係 

国連海洋法条約 94 条各号は自国を旗国とする船舶に対し、行政上、技術上及び社会上

の事項について有効に管轄権を行使し、規制を行う義務を定めている16。すなわち、国家

は自国を旗国とする船舶について、信号の使用、通信の維持及び衝突の予防などの事項に

関して、海上における安全を確保するために必要な措置をとる義務を負う17。またその措

置には、船長、職員及び適当な限度において乗組員が海上における人命の安全、衝突の予
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防、海洋汚染の防止、軽減及び規制並びに無線通信の維持に関して適用される国際的な規

則に十分に精通しており、かつ、その規則の遵守を要求することを含めた、必要な措置を

とる義務を負う18。そして、94条 5項において、これらの措置をとるために「一般的に受

け入れられている国際的な規則、手続及び慣行を遵守し並びにその遵守を確保するために

必要な措置をとる」義務を負う19。 

もっとも COLREGの場合と同じく、これらの旗国の義務によって、条約が行動基準の規

律対象となる行為（例えば、相手国部隊に接近して行う機動、相手国部隊に対する嫌がら

せ行為、挑発行為等）を、公海、EEZ、係争領域において、禁止していると直ちに結論付

けることは難しい。空域についても同様である。海洋の平和的利用義務の意義、自国 EEZ

における軍事活動の規律権限の射程、係争海域における合意到達阻害禁止義務の意義の射

程については、解釈の相違が残っているためである。条約は、国家が海洋において軍事活

動を行ったり、自国の管轄権の範囲内で法執行活動を行ったりすることを予定しているの

であり、94条がそれらの活動の制約になると解釈できるかは議論の余地がある。 

行動基準は、これらの法的解釈の相違を棚上げして航行の安全を確保しようとするもの

であるが、同時に海洋利用に対する直接の規制であるので、棚上げの対象となる国際法規

則の解釈に関する議論は、行動基準の内実に影響をもたらすことになる20。すなわち、国

連海洋法条約とそれが参照する COLREGにおいて、軍事活動や法執行活動の際の安全を確

保する義務が、国連海洋法条約の当事国に課されているのであれば、敢えて行動基準を採

択して定めなくてはならない事項は、通信のメカニズムなど技術的な協力などに限られる

ことになる。他方で、国連海洋法条約や COLREGの規律範囲を限定的に解釈するとなると、

行動基準で具体的な活動の規律について定める要請が高くなる。 

この点に関しては 2016年 7月のフィリピン対中国の南シナ海仲裁判決21が示した国連海

洋法条約 94条の解釈が着目される。本件において、フィリピンは、同国が争いなく権原を

有している EEZもしくは公海において、中国法執行船舶がフィリピンの漁船に対してなし

た行為が違法であるということの宣言を求めた。フィリピンの訴えによれば、中国の法執

行船舶はスカボロー礁の周辺海域でフィリピンの船舶が航行するのを物理的に阻止し、挑

発行為などを行った22。 

これについて、裁判所はスカボロー礁の法的な地位は条約 121条 3項が定める岩であり、

12 カイリの領海を設定できるのみであると判断した23。そして裁判所は、中国の法執行船

舶が、繰り返しフィリピンの船舶に対して高速で接近したり、近距離においてフィリピン

の船舶の前を横切ったりすることによって、フィリピンの船舶と人員にとっての重大な衝

突のリスクと危険性をもたらしたと認定した24。裁判所は条約 94条 5項が定める「一般的
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に受け入れられている国際的な規則」に COLREG が含まれるとした25。そして COLREG

が定める、安全な距離や速度を保つ義務などが、94条 5項を通じて旗国に課されることを

詳細に示した26。そして、中国の行為が、国連海洋法条約が定める、旗国が自国船舶の海

上における安全を確保するために必要な措置を取る義務に反すると述べたのである。 

この判示は国連海洋法条約 94 条の解釈に重要な指針を与えるものであるが、後述する

ように過去の行動基準の策定においては、国連海洋法条約や COLREGだけでは軍艦や軍用

機の諸活動を規律できないという問題意識があった。判決はその点については触れておら

ず、批判的検討の余地を残している。本報告書では以上の状況を踏まえて、既存の行動基

準によって定められている義務の内実を示し、それが国際法に対して有する含意を考察す

ることを目的とする。 

 

２．行動基準の実例 

（１）海上事故防止協定（INCSEA）（1972−1994 年） 

冷戦期の対立陣営間の行動基準は、行動それ自体を差し控える義務を具体的に規定して

いる。そのモデルとなったのが 1972 年に締結された、米ソ INCSEA である27。同条約は、

1960年代後半以降、両国の軍艦や航空機の衝突事件が頻発したために、そのような衝突を

回避して危機管理を行うことを目的として締結された28。 

同条約は、領海外の海域とその上空において29、当事国が次の義務を負うことを定めて

いる。第一に、当事国は、一方の締結国の陣形の周辺で集結または行動を行う他方の艦船

は陣形の展開を妨害するような機動（maneuver）を避けなければならないであるとか30、

陣形での機動は国際的に承認された分離通航方式が実施されている交通量が多い海域では

実施しないという31、機動それ自体を回避する義務を負う。 

第二に条約は、当事国は相手国船舶に対する挑発行為を行ってはならないことを具体的

に定めている。例えば、両締結国の艦船は、航行している艦船の進路に、火砲やミサイル

発射機、魚雷発射管、その他の武器を向けることによる模擬攻撃を行ってはならない32。

また航行している艦船の進路に物体を射出したり、探照灯や他の強力な照明装置を相手の

艦船の艦橋を照らすことに使用したりしてはならない33。また、相互の安全のために、航

空機による模擬攻撃、艦船の上空でのアクロバット飛行、艦船付近に、危険を及ぼしたり

航行に支障をきたしたりするような物体を投下することは許可されない34。 

第三に条約は、行動をとる際に当事国艦船が遵守するべき注意義務を具体的に定めてい

る。例えば、艦船が互いに近接して行動する場合、国際規則に従って進路と速度を維持す

ることが求められる場合を除いては、衝突のリスクを避けるために安全な距離を保たなけ
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ればならない35。潜航している潜水艦と演習を行う際は、演習を行う艦船が当該海域に潜

水艦が存在することを他方の艦船に警告するために、国際信号規則36に規定された適切な

信号を掲げなければならない37。一方の締結国の艦船が、航空機の発着艦を行っている他

方の艦船や補給を行っている艦船に接近する際には、これらの艦船の機動を妨害しないよ

う適切な手段を取り、安全を保たなければならない38。 

もっとも、INCSEA と、その後締結された危険軍事行動協定（Prevention of Dangerous 

Military Activities, DMAA）の米ソ間交渉過程で、ソ連側が提案した次の義務や規制は、米

国が拒否したために取り入れられなかった39。まず、一方当事国の艦船が演習を行ってい

る場合には、他方当事国の艦船や航空機は、予め定められた距離を置いて離れていなけれ

ばならない規則（fixed distance formula）である40。米国はソ連の意図が米国の監視任務そ

の他の軍事活動を阻害することにあるとして、距離を予め定めておくことを拒否した。ま

た、領海外における軍事演習を行う場合に、その範囲を確定して相手側に通知する義務、

潜水艦の行動に対する規制、及び、領海の外縁付近での機動の規制も、同様に、米国の活

動の範囲を制約するものになるとして条約には取り入れられなかった41。 

INCSEAは、行動基準として最も機能した事例といえる。実際には INCSEA 締結後も衝

突事故数が減少したわけではなかったが、事故被害の程度は軽減した42。ウィンクラー

（David F. Winkler）は、米ソ INCSEAの「成功」の要因について次のように述べている。

まず合意の内容に関して、合意が相互の利益に適うこと（mutual interest）、合意内容が簡潔

であること（simplicity）、海軍の実務に沿った合意がなされていること（professionalism）

がある。さらに、両国の柔軟な協力が行われたことも、成功の要因となった。例えば、事

件が起きた場合には詳細な情報が協議の前に提供され他方側が調査する余裕があったこと

（preparation）、会合を開催する場合には主催側が滞在費用を負担し、観光を含めた人的交

流を積極的に行ったこと（hospitality）、柔軟な条約適用がなされたこと（discretion）、協議

会合の際に事件の写真などを提供し合うことでその検証を容易にしたこと（verification and 

accountability）が指摘される43。 

米ソ条約が効果をもたらしたことから、冷戦終結の前後に、ソ連は同内容の条約を日本、

韓国、トルコを含めた西側諸国と締結した44（なお、ロシアは 1990年に欧州安全保障協力

会議（CSCE）において多数国間海上事故防止協定の策定を提案したが、草案の採択はなさ

れなかった45）。また、西ドイツとポーランドも類似の条約を締結した46。さらに、ソ連は

危険な軍事行動を禁止する危険軍事行動協定（Prevention of Dangerous Military Activities, 

DMAA）を、米国、カナダ、ギリシャ、中国と締結した47。 
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（２）多数国間 INCSEA の不採択（1989 年） 

このような成功を受けて、スウェーデンが 1989 年に国連軍縮委員会において多数国間

海上事故防止協定の策定を提案したが48、それは結実しなかった点も留意しておきたい49。

同国から提出されたワーキングペーパーは、INCSEA が公海における国際安全保障に重要

な貢献をしたことを踏まえて、既存の二カ国間条約と COLREGに含まれている所定の原則

を多国間合意で定めることによって、海洋の安全が一層促進されうるという50。 

その際の留意点として、スウェーデンは主に次のものを挙げている51。まず、合意の射

程は既存の INCSEA二国間条約と同じとし、潜水艦と核兵器搭載船舶及び航空機について

は射程外とするべきだという。次に、合意は COLREGを補完するものだという。COLREG

は主にある地点から直接他の地点に向かう個々の船舶の安全な航行を規律するものである。

また、その規律対象は民間商船が主である。それに対して軍艦は直線的な航行以外の航行

をすることもあるし、個々の船舶よりも大規模に船隊を組んで航行をすることもある。そ

れゆえに別の合意によって既存の規則を補完する必要がある。さらに、合意の文言は国連

海洋法条約を含めて既存の条約と整合的であるべきだという。 

それを踏まえて、スウェーデンが多数国間合意に取り入れられるべき原則として、16の

ものを挙げている。それらの殆どが INCSEAの原則と同一であるが、相違点としては次の

ものを指摘できる。まず、INCSEAでも他国を挑発しない義務は細かく定められていたが、

この提言ではさらに人工霧を発生させないであるとか、他方当事国の軍艦等に近接する際

には最大限慎重に注意を払うと言った義務が定められている52。また、潜水艦については

規律の対象外としながらも、軍事演習で潜水艦が行動している時には、国際信号規則に従っ

て潜水艦の存在を周囲に知らせるべきであることも述べている53。 

この提案のような多数国間条約を締結する必要性は他の国に支持されることはなく54、

その代わりに上述したように二国間条約が個別に締結された。 

 

（３）INCSEA に準じた行動基準 

INCSEA が機能したことから、ウィンクラーが示した要因が必ずしも存在しない国家間

においても INCSEAに倣った合意が締結された。しかし、これらの事例はいずれも INCSEA

のような具体的な効果をもたらすことはなく、行動基準は両国の関係が悪化した後は運用

されることはなかった。以下、時系列にそれぞれの合意を概観する。 

 

1) ギリシャ＝トルコ間指針・了解覚書（1988年） 

第一に、ギリシャ＝トルコ間合意がある55。1970 年代以降、両国はエーゲ海の大陸棚の
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利用を巡って紛争を起こしていた56。1976 年にはトルコが未画定海域であるエーゲ海にお

いて一方的に資源探査を行ったことに対し、ギリシャがその停止を求めて国際司法裁判所

（ICJ）に仮保全措置命令を求めたこともあったが、ICJはその必要性が認められないとし

て訴えを却下したことがあった57。また境界画定がなされることもなかった。そこで 1988

年に海上での更なる衝突を回避するために両国が採択したのが、本合意である58。  

本合意は、行動それ自体を差し控える義務を概括的に定めるもので、指針59と了解覚書60

の双方からなる。双方とも、エーゲ海における境界未画定地域での紛争を受けて採択され

た非拘束的合意である。本合意の適用海域は公海とその上空である61。指針は、まず相手

国に対する嫌がらせ行為（acts of harassment）を行わないことと、国際法の他に、軍事的慣

行と礼譲に従って行動することを定める62。また、軍事活動を行っている他方国を監視し

ている一方国の軍艦は、円滑な活動を妨げない位置を維持する63。さらに了解覚書におい

ては、公海及び国際空域における軍事演習で NOTAMの発表を要するものを実施する場合

には、所定の場所を隔絶したり、演習場所を長期にわたりブロックしたり、観光繁忙期（主

たる国民の休日・宗教上の祝日）において演習を実施したりすることを回避することも定

められた64。このように同指針はギリシャの小島が多数散在しており、観光地であるとい

うエーゲ海固有の事情を反映して、独自の規則を定めているという特徴を有する。 

しかし、その後キプロスへの対処を巡って両国間の外交関係が悪化し、了解覚書が採択

されたその半年後には既にこの行動基準は機能しなくなった65。また、その後 1998年に新

たな CBMの構築がなされたところ、そこで 1988年の行動基準が完全に履行されるべきこ

とが確認されている66。もっとも、両国の間ではそれ以降にも継続的に小規模の衝突が起

きており67、この行動基準を成功例と評価することは難しい。 

 

2) インド＝パキスタン間・軍事演習、機動、部隊移動の事前通知に関する協定（1991年） 

第二に、インド＝パキスタン間で 1991 年に締結された、軍事演習、機動、部隊移動の

事前通知に関する協定がある68。この条約は陸軍も含めて双方の軍衝突を回避するために

締結されたものであり、厳密には行動基準ではないが、航行や飛行の安全のための規定も

含んでいる。 

インドとパキスタンとの間では、海域においても軍艦及び軍用機の衝突事件が相次いだ。

1991年に二国間 INCSEAを検討したが、結実しなかった69。そこで同協定に海上における

行動基準も組み込まれた。 

海上行動基準に関連する箇所として、まず、一方国の陸海空軍が、主要な軍事機動及び

演習を、他方国に近接して実施しない義務が定められている70。ただし、所定の距離を保っ
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て行われる場合等を除く71。次に、両当事国は部隊による主要な演習の日程は他方国に対

して所定の日数前に通知する義務がある72。最後に、双方国の軍用機（戦闘機、爆撃機、

偵察機等）は、他方国の領空と防空識別圏（ADIZ）から 10km以内の空域を飛行しない義

務が定められている73。ただし、所定の基地から飛行する軍用機については、それぞれの

領空から 5km以内の空域を飛行しないことが定められている74。 

両国の衝突は主に陸域において生じており、海域の利用に関して衝突が起きることは

元々相対的に少ないが、この協定によってその危険性が減少したことを示す根拠は見当た

らない。条約締結以降両国間でカシミール領域における紛争が激化し、また、1998年に印

パ両国が核実験を実施した。米国の働きかけに応じて、1999年、両国の外相はラホール宣

言を採択したが75、同宣言は核軍縮と信頼醸成措置の構築をも定めるものであった。それ

に付随して、両国は、軍艦及び軍用航空機相互の衝突を防止する協定を締結することを約

した了解覚書に署名した76。しかしその覚書には具体的な内容についての言及がなく、ま

たその後そのような協定は採択されていない77。 

 

3) インドネシア＝マレーシア間・MALINDO 指針（2001年） 

第三に、インドネシア＝マレーシア間で 2001年に締結された MALINDO指針がある78。

同指針は、インドネシアとマレーシアの防衛当局間合意であり、海軍相互の不測の遭遇に

際して取るべき措置を具体的に定めたものである。両国間では、1990年代末にシパダンと

リギタン周辺海域とアムブラット海域において海軍間の対峙が頻繁に起こっていたことか

ら、海上における衝突を回避することを目的として、指針が締結された。 

まず、本指針は適用海域を「国連海洋法条約の全ての海域レジーム」とし、かつ、係争

海域（disputed maritime areas）を含むことを明示している79。船舶については、安全のため

の手続として、衝突の危険を回避するために十分に距離を保つ義務、相手方の陣形を妨げ

る方法で機動を行うことを回避する義務、挑発行為を行わない義務などを定める80。また

潜水艦の演習を行う場合には、補助艦は 1969年の国際信号規則に規定された適切な信号を

示すか、その海域にいる船舶に潜水艦の存在を警告しなくてはならないとされる81。さら

に、一方当事国の船舶が COLREGの規則 3(g)
 82に定める措置を行っている他方当事国の船

舶に接近するときは、機動できる範囲が制約されるものとし、また、飛行機の発着を行っ

ていたり貨物の積み替えを行っていたりする船舶は、船舶の機動行動を阻害しない様に適

切な措置をとり十分な距離を保つことが定められている83。航空機については、相手側の

船舶あるいは航空機に接近する際には最大限の注意と賢慮を払い、互いの利益のために、

模擬攻撃、曲技飛行、他方国の船舶に対する物体の放射、故意による電子設備のジャミン
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グなどを行わない義務を定める84。 

2002年の ICJ判決においてシパダンとリギタンがマレーシアに帰属することが示された

が、その他の海域権原については係争が継続しており 2005年にはアンバラット海域で両国

の海軍が衝突する事件が発生している85。その後両国との間では様々な海上における協力

がなされているが、MALINDO指針の運用はされていないようである。 

 

4) 中東軍備管理地域安全保障作業部会指針案（1995年） 

中東軍備管理地域安全保障作業部会（ACRS-WG）の指針案も、INCSEAに類似している

86。ACRS-WG は 1991 年 10 月に中東和平プロセスの一環で設立された作業部会である。

その部会の主題の一つに、海上信頼醸成措置が選択された。 

背景としては、1970年代以降、紅海とペルシャ湾において、ACRS参加国間及び参加国

と非参加国との間において衝突事件が頻発したことがある。これは関係国が必ずしも敵対

的な関係があったからというわけではなく、航行技術が未熟であるために起きた事故もあ

るという。そこで、そのような状況を改善するために、1992年 5月以降、当初は米国とロ

シアにおいて、1994 年 12 月以降は地域内において会合が開催され、海上信頼醸成措置の

構築に特化した交渉が行われた87。 

海上信頼醸成措置としては、海上における捜索及び救助に関する国際条約（SAR 条約）

と INCSEAに類する協定の採択を目指して交渉がなされた。特に後者については、米ソ間

INCSEA が交渉の土台となり、海上における挑発行為の禁止と遭遇の場合に当事国が取る

べき義務に関しては、INCSEA をモデルにして議論がなされた。その中でも、米ソ間で

INCSEA を締結するときに争点になった、固定距離維持義務と潜水艦への適用、及び、行

動基準の適用範囲（INCSEA は領海外のみの適用であるが、領海内における行動基準を交

渉の対象にするか）が論点になった。1995年の段階で INCSEAと同様の規定を有する行動

基準案が合意されたが、最終的に採択されることはなかった。また同年以降は地域内の情

勢が不安定になり、またアラブ諸国がイスラエルに対する反発を強めたことから会合はそ

れ以降開催されていない。 

 

（４）洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準（2014 年） 

多数国間の行動基準の唯一の例が、洋上で不慮の遭遇をした場合の行動基準（CUES）

である88。CUESは、2014年に西太平洋海軍シンポジウム89（WPNS）において採択された。 

WPNSでは 1996年に INCSEAに相当する行動基準の策定が開始され、1999年と 2003年

に草案（Code for Unalerted Encounters at Sea）が策定された90。同会合は全会一致を原則と
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しているところ、2012年に採択が試みられたが中国が棄権したために採択されず、米豪加

が修正を施し 2014年に採択された。 

この文書の適用海域は公海のみであり、また、対象は軍艦、軍用航空機のみである。法

執行機関の船舶は含まれていない。その内容は、参加国の軍艦および海軍航空機が、海上

において予期せず遭遇した場合における安全を確保するための手順（安全な速度と安全な

距離を保つ義務など）と通信方法などを定めるものにとどまっている。当初 INCSEAをモ

デルとしていたが、INCSEAに比べると所定の場合に行動を制約する規則は限定的である。

また、安全を確保するための手順としては、COLREGの規定参照が大部分を占める。さら

に、非拘束的文書であることに加えて、”should” “may”などの文言が多用されているために、

義務付けの程度は弱いものに留まっている。このように CUESは少なくとも法的観点から

新たな要素を付加するものとは評価し難い。 

 

（５）米中海上信頼醸成措置（2014 年） 

2014年に米国＝中国間で締結された了解覚書もCUESと類似する。米中間のCBMは様々

な形で試みられてきた。海洋信頼醸成としては、まず、1998年に軍事海洋協議協定（MMCA）

が締結されていた91。これは、領海外とその上空における「事故」（accidents）を対象とし

て、両国間の協議手続を定める条約であり、これも信頼醸成措置の一種であった。また、

2008 年に軍事危機通報メカニズムが採択され、軍事ホットライン(DTL)を設定することで

両国は合意をしていた。 

これとは別に、2014 年 11 月、オバマ大統領が習近平国家主席と会談した際に、軍事部

門の関係を強化することを狙いとして海上信頼醸成を強化することに合意した。その合意

として、海上行動に関する了解覚書92と軍事演習等の通報に関する了解覚書93を含む二つの

了解覚書が締結された。軍事演習等の通報に関する了解覚書は、主要軍事活動、主要な安

全保障政策、主要軍事演習や活動へのオブザーバーの派遣について定めるものであり、行

動基準ではなくより広義の海上信頼醸成措置の一つであると言える。また 2015年には、了

解覚書の附属文書として、空域における行動基準が採択された94。これらは防衛当局間で

採択された非拘束的文書である。 

もっとも、海上行動に関する了解覚書は、原則として既存の文書であるCOLREGとCUES

を確認するものに留まっている。なお、海洋航行警告水域（Maritime Navigation Warning 

Areas）の設定についての規則が置かれた点には留意したい。この規則は、近接する軍艦と

軍用航空機の安全に影響を与えうる活動を行うときには、現場の司令官は、適切な警告を

与えるか、もしくはそのような活動が行われる警告水域を設定すること、また、軍事演習
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や武器の使用（live weapons firing）が行われる場合には、警告水域に近接する船舶と航空

機に、時宜に適った警告を行うことを双方に義務付けるものである。もっとも、この規則

も国連海洋法条約が定める、公海利用の際に他国に払うべき妥当な配慮の一例であり、新

たな義務を創設するものではない。 

 

（６）南シナ海行動基準の不採択 

南シナ海における関係国の行動宣言95
 は、ASEAN 加盟国と中国との間で採択された行

動基準である。1999年にフィリピンが提案し、適用の地理的範囲を明示するか等を巡り一

致しなかったが、2002年に地理的範囲を明示することなく採択された。その後 ASEANと

中国との間で、法的拘束力のある行動基準の策定を目指して交渉が続けられているが、採

択の見込みは立っていない。中国は行動基準の策定には同意しており、2004年に作業部会

（ASEAN=China Joint Working Group of the Implementation of the DOC）が設立されたが、具

体的な文書は採択されていない。2011年に行動宣言実施のための指針が採択されているが、

その内容は行動宣言を確認するものに止まっている96。また、ホットラインを開設して緊

急時の通信を確保するための指針が採択されたが、運用については不確定な要素が多い97。 

この点については、中国の海洋進出に対応した海上信頼醸成措置を巡る状況と冷戦期の

INCSEA を巡る状況の相違が踏まえられるべきである。中国とその周辺国との対立は、米

ソ間のそれとは異なり、海軍競争に起因するものではなく、戦略的核配備も争点になって

いない。EEZと係争水域における関係国の権利義務が争点に含まれる点、また、係争水域

が絡むため法執行機関同士が対峙しうる点も、INCSEA策定時の状況とは異なる。ASEAN

の加盟国間でも対中政策に大きな相違があることも、行動基準の策定が困難である主な要

因の一つである。 

 

結語 

ここまでで概観したように、行動基準の内容は、INCSEA のようにその時点での既存の

条約にはない義務を当事国で合意するものと、CUES と米中了解覚書のように、COLREG

などの既存の条約を参照するものとに分かれる。後者の既存の条約内容を確認する合意を

締結することは、一方では当局間協力に資するという側面はある。しかし、特に EEZや境

界未画定海域における関係国の権限について争いが残っている場合にそのような合意を締

結することは、既存の法的義務の解釈に不明瞭さを加えるもので、却って望ましくないと

いう批判もあることに留意しておきたい98。 

また 2016年南シナ海仲裁判決によれば、国連海洋法条約と COLREGによって、衝突を
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惹起するような危険な行為は行動基準の有無に関わらず禁止されており、最低限の安全確

保が各国に義務付けられていることは、今後の議論において踏まえられるべきである。 

最後に、日中間で交渉されている、海空連絡メカニズムに言及しておく。このメカニズ

ムは、艦船や航空機による偶発的な衝突が起きるのを防ぐため、防衛当局間で連絡を取り

合うことを可能にする仕組である。日中間では、高級事務レベル海洋協議が 2011年に設置

され、人民解放軍、自衛隊、海上保安庁、国家海洋局の信頼醸成、意思疎通を図ることが

合意された99。2012年 5月に第 1 回会合が開催されたが、それ以降は尖閣諸島問題の影響

を受けて、開催されていない。日中の防衛当局による海空連絡メカニズムの設置について

は、2008年 4月に第 1 回会合が開催された。交渉は 2012年 6月の第 3 回会合に大枠合意

がなされたが、同年 9月の日本政府による尖閣諸島購入を機に協議が中断していた。2014

年 11 月の日中首脳会談で協議を再開することで合意し、2015 年 1 月に協議会合が開かれ

た。報道によれば、その内容は、防衛当局間の通信手法や使用する周波数の設定と、ホッ

トラインの設置に関するものであり、これまで検討してきた行動基準と比較すると極めて

抑制的な内容である。しかしそれにも関わらず、領海と領空を対象として含めるかを巡っ

て両国の見解が一致せず100、2017年 1月現在、採択がされていないことは、行動基準の策

定の困難さを示すものである。 

行動基準は海上における軍事活動の安全のために有益な方策たりうるが、いかなる意味

においても万能の解法ではない。海上航行の安全に関する国際法の発展については引き続

き注視していく必要があることを指摘して、結びとしたい。 
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